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母子健康手帳等に関する
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令和３年11月12日

厚生労働省 母子保健課

資料１
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本日の議題

Å母子保健課から趣旨説明等

Å各委員よりご発表（各10分程度）

Å議論（40分程度）

Å今後の予定等

2



母子保健法及び
母子健康手帳等に関する概要
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妊産婦死亡率・乳児死亡率の推移

○ 日本の妊産婦死亡率・乳児死亡率は、戦後急速に改善し、世界有数の低率国となっている。
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（妊産婦死亡数／出産数10万あたり）
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（※１）妊産婦死亡率＝ １年間の妊娠中又は妊娠終了後満42日未満の女性の死亡数 ÷ １年間の出生数 ×100,000
（※２）乳児死亡率 ＝ １年間の生後１歳未満の死亡数÷ １年間の出生数 × 1,000
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（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所：「第15回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）」
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母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにすると
ともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保
健の向上に寄与することを目的とする。

妊産婦･･･妊娠中又は出産後１年以内の女子 乳 児･･･１歳に満たない者
幼 児･･･満１歳から小学校就学の始期に達するまでの者新生児･･･出生後２８日を経過しない乳児

３．妊娠の届出（第１５条）
妊娠した者は、速やかに市町村長に妊娠の届出をしなければなら
ない。

１．目的
母子保健法の概要

１．保健指導（第１０条）
市町村は、妊産婦等に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要
な保健指導を行い、又は保健指導を受けることを勧奨しなければ
ならない。

２．健康診査（第１２条、第１３条）
・市町村は１歳６か月児及び３歳児に対して健康診査を行わなけ
ればならない。
・上記のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは

幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧
奨しなければならない。

４．母子健康手帳（第１６条）
市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付し
なければならない。

７．低体重児の届出（第１８条）
体重が２,５００ｇ未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速

やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければ
ならない。

８．養育医療（第２０条）
市町村は、未熟児に対し、養育医療の給付を行い、又はこれに
代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

２．定義

３．主な規定

９．母子健康包括支援センター（第２２条）
市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センター（子育て世代
包括支援センター）を設置するよう努めなければならない。

５．妊産婦の訪問指導等（第１７条）
市町村長は、健康診査の結果に基づき、妊産婦の健康状態に応
じ、職員を訪問させて必要な保健指導を行い、診療を受けることを
勧奨するものとする。

６．産後ケア事業（第１７条の２）
市町村は、出産後１年を経過しない女子及び乳児の心身の状態
に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相
談その他の援助（産後ケア）を必要とする出産後一年を経過しな
い女子及び乳児につき、産後ケア事業を行うよう努めなければな
らない。
β令和３年４月１日施行予定
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1937年 保健所法の制定

1937年 母子保護法、1938年 社会福祉事業法の制定

1938年 厚生省（現、厚生労働省）設置

1940年 国民体力法の制定、1941年 人口政策確立要綱を決定

1942年 妊産婦手帳制度（現、母子健康手帳）の開始

1947年 厚生省に児童局設置、母子衛生課の新設、児童福祉法の制定

1948年 児童福祉法の施行、母子保健対策要綱の策定、予防接種法の制定・施行

1965年 母子保健法制定 （児童福祉法から独立）・施行（1966年）

～ 児童福祉法、予防接種法、母子保健法のもとで、施策の整備・充実～

○ 妊婦・乳幼児への健康診査の徹底
○ 妊産婦・乳幼児への保健指導の充実
○ 先天性代謝異常等検査事業の実施・充実
○ 未熟児養育医療の給付、慢性疾患を抱える児童への医療費助成、結核児童の療育医療の給付

等の公費負担医療の実施・充実
○ 妊婦・乳幼児への予防接種の徹底

（背景）高い乳児死亡率・妊産婦死亡率、妊婦の流産、早産、死産

我が国の母子保健行政のあゆみ①
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1994年 「エンゼルプラン」の策定
母子保健法の改正（基本的な母子保健サービスは市町村へβ平成９年４月施行）

1999年 「新エンゼルプラン」の策定
2000年 「健やか親子２１」（2001～2010年）の策定
2004年 不妊治療への助成事業の創設

「少子化社会対策大綱」、「子ども・子育て応援プラン」の策定
2009年 「健やか親子２１」の計画期間を４年延長し、2014年までとする

β次世代育成支援対策推進法に基づく計画と一体的に推進するため計画期間をそろえた
2012年 子ども・子育て支援法の制定

2015年 「健やか親子２１（第２次）」（2015～2024年度）の策定
子ども・子育て支援法の施行

2016年 児童福祉法等の一部改正（平成29年4月1日施行）
β児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化
β母子健康包括支援センターの全国展開

2018年 成育基本法（略称）の成立（令和元年12月1日施行）
2019年 母子保健法の一部改正（産後ケア事業の法制化。令和元年12月6日公布。）

（背景）○乳児死亡率・妊産婦死亡率などが世界有数の低率国に

○晩婚化・晩産化、育児の孤立化などによる妊産婦・乳幼児を取り巻く環境の変化

我が国の母子保健行政のあゆみ②

（背景）○乳児死亡率・妊産婦死亡率の改善

○少子化・核家族化の進行・女性の社会進出による子どもを生み育てる環境の変化

（背景）○児童虐待など子どもや家庭を巡る問題が多様化・複雑化する中、新たな子ども家庭福祉を構築する

ことが喫緊の課題に
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○健康診査

○保健師等
の訪問事業

（市町村）

乳児家庭全戸訪問
（こんにちは赤ちゃん）

ếỪ ї
ˎ
Ѓ

養育支援訪問 （要支援家庭への支援）

妊娠・出産・
子育てに
関する

相談窓口 保健センター、地域子育て支援拠点

女性健康支援センター、不妊専門相談センター、保健所、福祉事務所、児童相談所

市町村

都道府
県等

１
歳
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ヶ
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診

３
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児
健
診

妊
娠
の
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け
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・
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の
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新
生
児
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妊婦訪問

母親学級・両親学級

妊婦健診

℗Ѓ

妊娠・出産等に係る支援体制の概要

子育て世代包括支援センター

産
婦
健
診

産前・産後サポート事業、産後ケア事業
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年次 名称 内容

昭和17年～ 妊産婦手帳 出産の状況、妊産婦・出産児の健康状態等

昭和23年～ 母子手帳 乳幼児期までの健康状態の記録欄等の追加

昭和41年～ 母子健康手帳 医学的記録欄がより詳細に
保護者の記録欄等の追加（育児日誌的性格も付加）

平成4年～ 母子健康手帳 交付主体が都道府県又は保健所を設置する市から市町村へ
手帳の後半部分を任意記載事項に

沿 革

母子健康手帳について

構 成 と内 容
① 必須記載事項（省令事項）：妊産婦・乳幼児の健康診査、保健指導に関する記録等

必ず記載しなければならない全国一律の内容。厚生労働省令で様式を規定している。
ex. 妊娠中の経過、乳幼児期の健康診査の記録、予防接種の記録、乳幼児身体発育曲線

② 任意記載事項（通知事項）：妊産婦の健康管理、乳幼児の養育に当たり必要な情報等
自治体の任意で記載する内容。厚生労働省令で記載項目のみを定め、通知で様式を示している。

自治体独自の制度等に関する記載も可能。
ex. 日常生活上の注意、育児上の注意、妊産婦・乳幼児の栄養の摂取方法、予防接種に関する情報

概 要
○ 市町村が、妊娠の届出をした者に対して交付（母子保健法第16条第1項）。

○ 妊娠、出産及び育児に関する一貫した健康記録であるとともに、乳幼児の保護者に対する育児に関する
指導書である。

Ħ₳ ₴ˎ℗Ѓ ̱ Ʋ ₴ǵ ̝ Ẁӓ֗Ǻ ἧͪβǵẀӓ ș ȅǏƲƼ ἧβ∆ ₓǲ ǠȒ ̝ƽș σǞƲ₳ ₴
ǲḸף ș֝ȑȅǯȈƲǤǵḸף ș ȅǏⱳ ˗ ̉ ֗Ǻ̑ ˗ ǵ ╛ ș ǪǦƳ Ł₳ ₴ ǒȐֺ⁸

ǲǑǋǭ ╛ș˧̂
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ἧβ∆ ₓ

₳ ₴ˎ℗Ѓ ̱ Ʋ ₴ǵ ̝ Ẁӓ֗Ǻ ἧͪβǵẀӓ ș ȅǏƲƼ ἧβ∆ ₓǲ ǠȒ
̝ƽș σǞƲ₳ ₴ ǲḸף ș֝ȑȅǯȈƲǤǵḸף ș ȅǏ ̉˗ ֗Ǻ̑ ˗ ǵ ╛
ș ǪǦƳ

ǵ

Ʀế ỷ֗Ǻˎ℗Ѓǵβ∆ǵͪ ֗ǺṔ ǵ ǲר ȆƲ ἧβ∆ ₓǵ׀ ǶẀ ǞǱǋ

Ʀ ̉ ╛ǵѝ ǓṔқǠȒḹֻƲ̑ ╛ǵ ӓș ǍǓƲ ̭ ǲⱳ Ǳ Ƕ╠ǔ ǔ Ḹ
͑ǠȒƳ

Ʀế ỷǵ ǵẀӓƲếỷβ∆ ǵϹὕ ș֞ǘƲếỪ ǵ ș ϹƲ ǲ ЊǮǔȒ
șṔȋǠƳ

Ʀ Ʋ ♥1ǒ Ѽ♥ǵЃǵ͛ ǵ ₡șסǠȒ ǵ ǵǦȈƲ͛ȩɧɶȩɶɇș
ἧβ∆ ₓǯʝ̱ ǲѫ ǮǔȒȏǍǲǠȒƳ

Ʀ₳ 22 ₴ˎ℗Ѓ ̱ ǲḨǬǔƲˎ℗Ѓ ̱ ֗Ǻ℗Ѓ ̱ ș ǠȒƳ

Ʀ˔ ǲǫǋǭƲὑ ǵ șʝ ǵ ╛ǯǞƲ̑ șṔȋǠǱǰϹὕș
ᶫȒƳ

Ʀ ἧβ∆ ₓ̊Ẇǵ Ḹ ͑ǵǉȑ Ʋβ∆ ǵɅɶȽǵ ȋ ǲǫǋǭ˹♥ǜȐ
ǲ ǠȒƳ

ἧβ∆ ₓǲ ǠȒ ̝Ḹף ǵКὦ
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市町村

市区町村による
妊婦健診
の実施

（母子保健法13条）

市区町村による
乳幼児健診

の実施

（母子保健法12条）
【財源】

国税の
徴収

【市町村の実施状況】
（平成３０年４月時点：母子保健課調査）

○すべての市区町村で１４回分以上の公費負担
○公費負担額の全国平均は105,734円
○受診券方式（検査項目が示された受診券）８４．８％
○補助券方式（補助額のみ記載の受診券） １５．２％
○国が定める検査項目を全て実施 ７６．０％
○産婦人科診療ガイドラインの推奨レベルAとされる

検査項目を全て実施 １００．０％

○１歳６か月児健診（集団） ９６．４％
〃 （個別） ３．２％

○３歳児健診 （集団） ９８．２％
〃 （個別） １．４％

【受診人数（受診率）】
(平成30年度厚生労働省：地域保健・健康増進事業報告)

○妊娠届出者数 ９３３，５８６人
○１歳６か月児健診９５２，９９１人（９６．５％）
○３歳児健診 ９９６，６０６人（９５．９％）

妊婦健診・乳幼児健診のしくみ

地方交付税は、所得税・法人税の３３．１％、酒税の５０％、消費税の２２．
３％、地方法人税の全額を国税として国が徴収し、地方公共団体間の財源の
不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できる
よう財源保障するためのもの

妊娠した者

地方交付税として市町村に分配
・妊婦健康診査費（１４回分）
・１歳６か月児健康診査費
・３歳児健康診査費

・母子健康手帳の交付
（母子保健法16条）

・受診券または補助券
の交付（１４回分以上）

１歳６か月児
３歳児のいる
家庭

市町村が健康診査の
実施日・実施場所を保
護者に通知（お知らせ）

市町村に妊娠の届出
（母子保健法15条）
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妊婦健康診査について

公費負担の現状（平成３０年４月現在）
○ 公費負担回数は、全ての市区町村で１４回以上実施
○ 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施
○ 助産所における公費負担は、１，７３６の市区町村で実施（１，７４１市区町村中）

公費負担の状況
○ 平成１９年度まで、地方交付税措置により５回を基準として公費負担を行っていたが、妊婦の健康管理

の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数（１４回程度）の妊婦健診を受けられるよう、平成２０
年度第２次補正予算において妊婦健康診査支援基金を創設して公費負担を拡充。

○ 平成２２年度補正予算、平成２３年度第４次補正予算により、積み増し・延長を行い公費負担を継続。
（実施期限：平成２４年度末まで）

○ 平成２５年度以降は、地方財源を確保し、残りの９回分についても地方財政措置により公費負担を行う
こととした。

妊婦が受診することが望ましい健診回数

β「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」（平成27年３月31日厚生労働省告示第226号）

① 妊娠初期より妊娠２３週（第６月末）まで ：４週間に１回
② 妊娠２４週(第７月)より妊娠３５週（第９月末）まで：２週間に１回
③ 妊娠３６週（第１０月）以降分娩まで ：１週間に１回

（β これに沿って受診した場合、受診回数は１４回程度である。）

根 拠
○ 母子保健法第１３条（抄）

市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を
受けることを勧奨しなければならない。
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産後2週間、産後１か月など出産後間もない時期の産婦に対する健康診査（母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神

状態の把握等）の費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわ

たる切れ目のない支援体制を整備する。

要 旨

○地域における全ての産婦を対象に、産婦健康診査２回分に係る費用について助成を行う。
（実施主体：市町村、補助率：１／２、R３要求基準額（案）：１回当たり５，０００円）（令和２年度は867市町村において実施）
※事業の実施に当たっては以下の３点を要件とする。

（１）産婦健康診査において、母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把握等を実施すること。
（２）産婦健康診査の結果が健診実施機関から市区町村へ速やかに報告されるよう体制を整備すること。
（３）産婦健康診査の結果、支援が必要と判断される産婦に対して、産後ケア事業を実施すること。

事 業 内 容

ếỪ ї ˎЃ

１
歳
６
か
月
児
健
診

β

地
方
交
付
税
措
置

３
歳
児
健
診

β

地
方
交
付
税
措
置

妊
娠
の
届
出
・

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

妊婦健診（１４回）

β地方交付税措置

℗Ѓ

産
婦
健
診

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

２回分を助成

乳幼児健診（３～４か月
児健診など）
β市町村が必要に応じ実
施（地方交付税措置）

産後ケア事業

β産婦の心身の不調や産後うつ等を防ぐため、母子への心身
のケアや育児サポート等の実施

支援が必要な産婦の把握

産婦健康診査事業について
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β Кὦ Ԍ ҥϐ ̉ ἧͪβ Ѹ
֞ ˲ ֞ Ԍ ҥϐ ᷂Ḣͪβ β∆Ṕ ˗ Ḹף ₳30₴↓

○ 市町村は、１歳６か月児及び３歳児に対して、健康診査を行う義務があるが、その他の乳幼児に対しても、
必要に応じ、健康診査を実施し、また、健康診査を受けるよう勧奨しなければならない。

○ 根 拠 （母子保健法）

̋̌ 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
１ 満１歳６か月を超え満２歳に達しない幼児
２ 満３歳を超え満４歳に達しない幼児
̋̍ 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受ける

ことを勧奨しなければならない。

○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑥ 四肢運動障害の有無
⑦ 精神発達の状況
⑧ 言語障害の有無
⑨ 予防接種の実施状況
⑩ 育児上問題となる事項
⑪ その他の疾病及び異常の有無

○ 受診人数（受診率）９５２，９９１人（９６．５％）

○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 眼の疾病及び異常の有無
⑥ 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
⑦ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑧ 四肢運動障害の有無
⑨ 精神発達の状況
⑩ 言語障害の有無
⑪ 予防接種の実施状況
⑫ 育児上問題となる事項
⑬ その他の疾病及び異常の有無

○ 受診人数（受診率）９９６，６０６人（９５．９％）

１歳６か月児健診 ３歳児健診

乳幼児健康診査（１歳６か月児健診・３歳児健診）について

β平成１７年度に一般財源化（地方交付税措置）
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35 2.0% 1 0.1% 33 0 1 1 0.1% 1 0 0

523 30.0% 29 1.7% 482 11 1 8 0.5% 8 1 0

1,727 99.2% 1,360 78.1% 327 39 1 68 3.9% 61 8 1

864 49.6% 474 27.2% 373 17 0 70 4.0% 60 11 1

1,420 81.6% 754 43.3% 634 32 0 222 12.8% 185 29 5

1,553 89.2% 39 31 118 1,683 96.7% 1,571 79 7

1,593 91.5% 14 17 117 1,681 96.6% 1,580 72 5

267 15.3% 241 13.8% 9 15 2 165 9.5% 136 26 2
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ṇ ︣ ṕ Ṗ
ṥ Ṧ
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︣ Ḯ

ṥ Ṧ
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ḱ אל

צּ
︣ ḭ צּ ︣ כֿ צּ ︡
ךּ Ḯ

ḱ
ḱ ︣
ḱ ︣

︣ קּ
ẑ

ḭ קּ
צּ כֿ ︡ ḭ צּ ￼
︣ Ḯ

ḱ וֹףּ
ḱ ︣

ỄḰ ךּ ễḰ
Ẇ קּ קּ צּ אל Ḯ
ḱ
ḱ
ḱ ṇ ︣
ḱ ךּ
ḱ ךּ
ḱ וֹףּ
ךּ

ḱ ṇ ︡ ךּ
ḱ אל פּפּ

נּ וֹףּ ךּ

ṇ
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︣ ךּ צּ Ḯ
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ṕ Ṗḱ ךּףּ צּ ḱ אל ךּ
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ḱ
Ḯ

ṕ 30 Ỉ 15 Ṗ

ớồờṕPersonal Health Record Ṗ ךּ ḭ 32 ḭ ṇ ︢
ṇ ︣Ḯ ḭ ṕ 29 Ṗ נּ ḭ

32 פּ ḭ ṇ ︣ כֿ
︣Ḯṕ 2018 30 Ỉ 15 Ṗ
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פּ ṕ 12 1 Ṗ

ẑṡ טּ ︡ שּ ︣ ︣ Ṣṕ 30 104 Ṗ
ẑ 30ṕ2018Ṗ 12 14

לּ טּ ︡ צּ ḭ פּ צּ אל כֿ צּ
ךּ כֿ ḭ ︣ ḭ ︣ ︡ḭ
ḭ ḭ ḭ פּ ︡ḭ

ךּ ḭ ︣ כֿ ḭ טּ
︡ שּ ︣ ︣ Ḯ

Ẇ
ḱ טּ פּ צּ כֿ

אל

ḱ ḱ ︣ טּ ︡

ךּ

ḱ ︣ פּפּ ￼ שּ

ḱ טּ ︣ ḭ

פּפּ ￼ ︡ ḭ כֿ צּ קּ

Ẇ ḭ ḭ ḭ

Ẇ

Ẇ

Ẇ ṕ ể Ṗ

Ẇ
ẑ ︡ḭ ︣ Ḯ
ẑ שּ Ỉ פֿ ︣

Ẇ
ḱ טּ ḱ ︣
ḱ טּ ︣
ḱ טּ ḱ ︣

ḱ ︣
Ḳ טּ ︣ ︣

טּ צּ ︡ וֹףּ
︣

ḱ

Ẇ
ẑ
ẑ צּ
ẑ ︡ Ḯ

Ẇ
ṕ Ṗ

18



ḱ ḭ ︡ḭ ︡ בֿ ớỏỎỌ
שּ

︣ ︣

︣ ︣

︣ ︣

ṕểṖ טּ ︣
ṇ ṇ ︢

צּ ךּףּ ḱ ḭּך ︡ ṇ וֹ
טּ ︣ שּ

ṕỄṖ טּ ︣
פּ Ṅ ṇ ︣ וֹףּ

︢ ḭ טּ
וֹףּ

וֹףּ שּ ︣ ḱ
ךּ צּ קּ ︣

פּ שּ

ṕỆṖ ︣
ḭ ḭ וֹףּ ︣ ḭ ḱ ︣ ḭ ṇ ṇ PHR
טּ צּ ︡ וֹףּ ︣ ḭ ḱ ︣ ḭ ṇ ṇ CDR

ṕễṖ
ḱ ︣ ḱ ךּ︡ ḱ פּ

ṡ פּ Ễểṕ Ễ ṖṢ ︢ ︣

ṕệṖ ︡ḭ ḱ ︣ כֿ ḭ וֹ

ṕỈṖ וֹףּ וֹףּ

ṕỉṖ ︣ ︣ ︢

טּ שּ צּ שּקּ ︡ ךּ ḭ ḭ ḭ
ḭ ḭ ךּ צּ טּ כֿ פּ ḭ וֹףּ

ḭ ︡ḭ ︡ צּ אל ḭלּ
טּ ︡ ︣ Ḯ

טּ

︡

שּ

︣

ễ Ễ ị

19



˲ᾝ ˳
Åᾝ∕ʺᵈΥψ ▀ ♂ ʺ ⱪ♂ Υ ᵦ χ πΚϥ
ԁ πʺⱪ ẃ Ϟ χᾩ σςχ ʾּזᵓ ᴿ ΥρσμοΜ
ϥʻ

Å πД˔ЌХиІᵠᶗ τΣΜοὲ χ ◓ σḚ
Υ ϛϣϦοΜϥʻ

Å ͏ ͎ὮτᶕṳὨ ήϦθ ӾӺ ṁ τΣΜοʺ ⱪṍ
Τϣ ṍτ♩ϥϘπχṍḧτΣΜοНϱϷЂϱЀЊ˔ЄаиχḢ Τ
ϣ Ϧ σΨ ᶧ τ◦כβϥθϛχ ├Ϭᾁ βϥάρήϦοΜϥʻ

˲ᴿ ˳
Å♠ πΚϥ ◓ὲῴ︣ ϬςχϢΞτ֫ ΰοΜΨΤʻϘθʺ Ϟ
ᴪ ʺ ӽχḩϩϤΥ◓ӾοτΣΜο σ ʺ ◓ὲῴ︣ χ Ϟ
︣ χΚϤ τνΜοʻ

Å₈ῇχ ▀ ὲ Ϟ ⱪὲ ʺ ◓ ὲχ ◙β ΰ τνΜο

母子保健施策における現状と課題について
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令和4年度 母子健康手帳等の在り方について検討会を
開催して具体的に検討（予定）

令和３年度 母子健康手帳等に関する意見を聴く会について

母子健康手帳や妊婦健診、乳幼児健診等事業の改正

・全5回程度を開催予定（8月～12月）
・母子保健や子育て支援に関連する団体からヒアリング
・意見を取りまとめて母子健康手帳の見直しに活用

母子健康手帳等に関する意見を聴く会
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